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令和５年度 教務内規 

 

 

第１章  総 則 

 

１．各教科科目は、年間３５授業時間を１単位とする。 

２．１授業時間は４５分とし、始業時間、終業時間等の日課時間は別途定める。 

３．評価は、本校所定の教育課程の全教科科目について、前期末及び学年末に行う。学

年末評価は総合評価とする。 

４．定期試験（以下試験という）は、前期、後期とも中間試験・期末試験を行う。 

 

第２章  学習成績の評価 

 

第１節 評価の方法 

１．評価は、試験の結果に平常時における評価を加味して行う。実習等の実技を伴うも

のはその評価を含むものとする。 

２．評価は、１００点法とする。 

３．前期修了科目における評価は、前期中間試験評価と前期期末試験評価の合計の平均 

とする。後期修了科目における評価は、後期中間試験評価と後期期末試験評価の合 

計の平均とする。通年科目における評価は、前期修了評価と後期修了評価の合計の 

平均とする。なお、平常点は各定期試験において科目担当者の裁量で設定する。ま 

た、平常点は各定期試験評価の３割程度とする。 

４．試験は、原則として履修している全教科科目について行う。 

５．試験問題は、各教科科目の学習目標の到達度を評価できる内容とし、難易の程度を 

考慮して作成する。 

６．追試験については、教科担任と教務が協議し、必要かつ実施可能な場合に限り行う｡ 

 

第２節 平常時における評価 

１．試験以外の評価を平常時における評価（以下平常点という）という。 

２．平常点は、常時記録する。 

３．平常点は、次の項目を参考にして算出する。 

（イ）学習態度及び出席状況。 

（ロ）諸提出物（宿題・レポート・ノート・作品等）。 

（ハ）随時実施するテスト等の成績。 

 

第３節 成績の記入 

１．科目担任は、個々の学習成績の評価を前期末及び学年末に学級担任に提出する。 

２．学級担任は、所定の様式に従って、前期末及び学年末の成績一覧表を作成する。 

３．学級担任は、学年末に学生指導要録の所定欄の記入を完了する。 

４．学生指導要録及び公式書類の学習成績の評定欄は、次の段階により記入する。 

                  秀  ９０～１００点 

                  優  ８０～ ８９点 

                  良  ７０～ ７９点 

                  可  ６０～ ６９点 

                  不可  ５９点以下 

 

 

 



 

 

第３章  試験の実施 

 

１．試験時間は、各教科科目ともに５０分とする。 

 ２．試験開始後、終了までの退出は認めない。 

 ３．２０分以上の遅刻者には、入室を認めない。 

 ４． 期末試験は、所定期日までに納金または延納手続きを完了していない者は受験できない。 

 ５．試験時間割の発表は、１週間前に行う。 

 ６．試験において不正行為のあった者は、当該教科科目の点数及び定期試験のそれ以前 

の教科科目の点数を０点とする。 

 ７．答案を提出しなかったり受験忌避と認められる行為のあった者、または監督の指示 

に従わなかった者は、当該教科科目の点数を０点とする。 

 

 

第４章  出欠等の取り扱い 

第１節 公欠 

次の各号に該当する場合、原則として、公欠を希望し適切に公欠届が提出され校長が認

めた者は、公欠扱いとする。ただし、各号に該当する事由であっても適切に届けがなさ

れなかった場合等は公欠を認めない。公欠が認められた者は、指定された授業を受け、

授業の補完を行う。 

※．公欠時の「専門科目」の授業補完方法は、学科の取り決めに従って行う。 

※．公欠時の「教養科目」の授業は補完を行わず、授業出席として取り扱う。 

１．就職試験または入学試験を受験する場合。 

２．学校を代表して対外試合に出場する場合。（原則、専各スポーツ大会の宮崎県大会） 

３．学校が別に定める検定試験等を受験する場合。（教務内規細則に記載） 

４．公共交通機関の事故・故障、または天災地変等の不可抗力により、登校できなかっ

たり、遅刻した場合。 

５．学校内で発生した負傷等やその看護を命ぜられ出席できなかった場合。 

（突発性がある事由と判断する場合は、公欠届の事後提出を認めるが、公共交通機関

に関する場合は、「遅延証明書」等を必要とする。） 

６．その他校長が特に認めた場合。 

 

第２節 忌引及び出校停止 

次の各号に該当する場合は欠席扱いとせず、出席すべき日数を減ずる。 

ただし、 忌引 及び 出校停止 時の「専門科目」の授業時間は、欠課時間扱いとする。

また、授業補完は行わない。 

１．忌引の場合（次の期日以内とする） 

父母７日、祖父母３日、兄弟姉妹３日（同居の姻族の場合を含む。例えば兄嫁等）、 

伯叔父母１日。 

２．法定伝染病により出校停止を命ぜられた場合。 

３．校長が出校停止を命じた場合。 

 

第５章  単位履修と修得 

第１節 認定の方法 

単位修得の認定は、次の各項について審議の上、校長が行う。 

１．当該教科科目の授業の年間出席時数が標準学習時間数の４分の３以上であり、同時 

に国土交通大臣が一種養成施設として教科別に定める標準教育時間以上の時数をも 

満たしていること。 

２．当該教科科目の評価が、６０点以上であること。 



 

 

第２節 認定の時期 

単位修得の認定は、各学年末に行う。 

ただし、１０月に前期修了科目を対象に、「前期単位認定判定会」を行う。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章  進級および卒業の認定 

第１節 進級の認定 

進級の認定は、次の各項について審議の上、校長が行う。 

１．当該学年の所定の教育課程を履修し、その単位を全て修得していること。 

２．出席日数が標準学習日数の３分の２以上であること。 

３．特別活動の年間出席時間数が標準時間数の３分の２以上であること。 

 

第２節 卒業の認定 

卒業の認定は、次の各項について審議の上、校長が行う。 

１．本校の所定の教育課程を履修し、その単位を全て修得していること。 

２．出席日数が標準学習日数の３分の２以上であること。 

３．特別活動の年間出席時間数が標準時間数の３分の２以上であること。 

 

 

第７章  編入学の許可 

 

第１節 編入学を認めない。 

 

（ 施 行 日 ）  

こ の 教 務 内 規 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。  
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出
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欠
課
時
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3 5  2 8  7  

3 4  2 8  6  

3 3  2 8  5  

3 2  2 8  4  

専門科目以外の認定時間


